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ソーシャルビジネスにおけるパートナーシップ形成に関する

関係的契約モデル
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るようになってきている。例えば、マイクロクレ

ジットと呼ばれる発展途上国におけるファイナン

ス手法は、信用力の低い貧困層であってもローン

を組むことを可能にし、貧困問題の解決に対する

有効な手段のひとつとなりつつある。また、蓄え

の少ない貧困層向けに、例えばシャンプーなどを

小分けにして販売する手法が普及し、製造、販売

を行う先進国企業と消費者である発展途上国の貧

困層の双方にとって有益なものとなっている事例

が見られる。このように貧困問題をはじめとする

社会的課題に対してビジネスの手法を用いること

は、これまで援助の受け手としてともすれば受け

身になりがちであった発展途上国の人びとが主体

的に行動をとる契機となる可能性がある。また、

ビジネスはモノやサービスの供給者と需要者が自

発的に取引を行うものであり、こうした社会的課

題解決の取り組みに持続可能性を付与しうるもの

である。このような取り組みは時にBOP(Bottom/

BaseofthePyramid)ビジネスと呼ばれ、各界

から注目を集めている。また、発展途上国など

で現地の文化や生活習慣、環境に適合しそれを

現地の人びとが経済的、技術的に継続して使用、

管理できるような技術を適正技術(appropriate

technology)と呼ぶ。こうした技術を先進国から

途上国に移転することにより、より分権的、自律

的な社会づくりが進み、社会的課題が緩和され

ることが期待されている(')◎こうした社会的課
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l. はじめに

近年、ソーシャルビジネスの展開が社会的に注

目を集めている。社会的課題（イシュー）に対し

てビジネスの手法を取り入れることによる分権的

かつ持続可能な社会設計の事例が多く見られてい

る。発展途上国援助については、これまでの先進

国からのODAをはじめとする開発援助が国際機

関や現地政府主導のトップダウン型であり、その

恩恵が必ずしも広く社会に行き渡らないことが課

題とされている。また、先進諸国も財政状況の悪

化などにより開発援助に費やすことができる予算

額が減少し、また援助の受け手である開発途上国

の人びともこれまでの援助に依存し自発的な努力

を控える傾向が見られ、いわゆる援助疲れと呼ば

れる課題も現出してきている。

こうした状況に対して、近年ビジネスの手法を

用いて社会的課題の解決に取り組む事例が見られ
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題に対するビジネスによる取り組みを広義のソー

シャルビジネスと呼ぶ。ソーシャルビジネスの適

|用は発展途上国に限られず、例えばわが国におい
ても保険型のビジネスモデルにより病児保育問題

,に取り組むNPOフローレンスをはじめとして数

多くの事例が見られる。財政状況の悪化や社会的

|課題の複雑化、多様化により行政だけでは対応し

きれない社会的課題に対してこのようなソーシャ

|ルビジネスを政策的に育成、支援する動きがあ

る。こうした近年の新しい動向はソーシャルビジ

,ネス、社会起業、ソーシャルベンチャー、ソーシャ

ルイノベーション、ソーシャルデザイン、新しい

|公共などと様々な呼び方をされているが、本論で

はこれらのうち社会的課題に対してビジネスの手

|法で取り組むものに焦点を当てる(2)o

ソーシャルビジネスには多様な主体が関わって

|いる。これまで社会的課題の解決に取り組んでき

た国際機関、現地政府、NGOJPNPOなどの非営

利団体、現地の支援団体だけではなく、ビジネス

を行ってきた営利企業でソーシャルビジネスにお

!ける重要な主体である。社会的課題解決とビジネ
スという、従来は性質が大きく異なると考えられ

てきた事業を融合する。そして、市場環境の整っ

ていない場所でビジネスを行いながら社会的課題

の解決を図るというのはこれまでに余り見られな

かった取り組みであり一般に難易度も高い｡また、

開発援助とビジネスでは人びとの価値観や理念を

Iまじめとしてコミュニケーションの仕方など大き
な違いがあるのが普通である◎こうした主体が協

力し望ましいパートナーシップを組めるかどうか

が、ソーシャルビジネス成功の鍵を握っていると

考えられる。特に、こうした主体が中長期に協力

的関係を築けるかどうかが重要である。本論では

こうした異質な主体間のパートナーシップ形成に

ついて検討する。

｜中長期にわたるパートナーシップを考える際に

パートナーシップを組む主体間での取引のすべて

が完全に形式的な契約によって記述されると考え

るのは現実的ではない。将来起こりうるすべての

事象を把握し、それを契約書に盛り込むことは実

際には困難である。現実的には大まかな契約ある

いは不完備契約(incompletecontract)を交わし、

それ以外に非公式で自立的な関係を関係者間で築

いていくのが普通である。こうした中長期にわた

るパートナーシップ形成をモデル化するものとし

て繰り返しケーム(3)のモデルがある。また、関

係的契約(4)(relationalcontract)というモデルが

あり、主にビジネスにおける非公式の中長期的関

係を記述するのに用いられている。本論ではソー

シャルビジネスにおける異質な主体間のパート

ナーシップ形成について繰り返しゲームや関係的

契約のモデルを用いて分析を行う。

2．パートナーシップのモデル

2.1繰り返しゲーム

経済学において中長期的なパートナーシップの

モデルとして代表的なのは繰り返しゲームと関係

的契約モデルである。まず、繰り返しゲームにつ

いて簡単に説明を行う。典型的に用いられるのが

いわゆる囚人のジレンマである。これは2人のプ

レイヤーがいる時に両者が協力すると効率的な結

果になるが、どちらか1人が抜け駆けして裏切る

とそのプレイヤーは協力する時よりも得をすると

いうゲームである。このゲームをただ一度プレー

する場合には両者とも裏切るというのが均衡にな

る｡なお、ここではナッシュ均衡を均衡概念とし

て用いている。

表1囚人のジレンマ利得表

C ，

C 2,2 0,3

， 3,0 1.1

表lは、囚人のジレンマの利得表である。ここ

で各利得ペアの左側がプレイヤーlの利得、右

側がプレイヤー2の利得とする。例えば、(C,C)

の時の利得はプレイヤー1が2でプレイヤー2も

2である。このゲームでは(D,D)がナッシュ

均衡となり社会的に望ましい協力解である(D,D)

を達成することはできない。そこで、このプレイ

ヤー同士が中長期的にこの囚人のジレンマを繰り

返しプレーすることにより協力解を得られないか

考える。各プレイヤーの戦略としては、以下のよ

うなものを考える。毎期それまで各期の結果が
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(C,C)であったら、今期もCをプレーする。そ

れまで相手が一度でもDをプレーしていたら今

期自分もDをプレーする。こうした戦略はトリ

ガー戦略と呼ばれるもので裏切りがあった場合は

プレイヤーは両者とも「罰則フェーズ」に入ると

いうものである。プレイヤーは裏切りによるその

期の利益と罰則フェーズに陥ることによる利得の

減少を比べて自分の行動を選択する。将来の割引

因子（6）がある値以上の時に2人とも毎期協力

することが均衡となることが知られておりこれは

フォーク定理(Folktheorem)と呼ばれている。

このモデルでは過去の結果を各プレイヤーが

知っていることを暗黙に仮定した。このモデルを

より現実的にするために各プレイヤーの過去の行

動にはノイズが入ることを仮定することが多い。

例えば、プレイヤーlがCを取った時に実際にC

が結果となる確率が'％でDとなる確率がIや％

というように仮定することにより現実的なパート

ナーシップ形成のモデルとなる。こうした場合で

も「悪い結果」が出た場合に「罰則フェーズ」に

入るというトリガー戦略の類により一定の条件下

で協力解が得られることが知られている｡

2.2関係的契約

中長期のパートナーシップのモデルとして繰り

返しゲームと並んでよく用いられるのが関係的契

約モデルである。これはしばしば雇用者と労働者

との間の関係や企業間の関係を記述する際に用い

られる。通常、公式の契約を交わす場合にもすべ

ての起こりうる事象について契約書に盛り込むこ

とは難しい。また、当事者にとっては観測できる

ような事象であっても裁判所に対して立証可能で

はないものも数多くある。こうした理由により当

事者同士で非公式あるいは暗黙の「契約」を結ぶ

ことがよくあると考えられている。これは関係的

契約と呼ばれ注目を集めてきた(3)◎初期の研究

では当事者同士が取った行動などに関しての情報

を互いに共有するいわゆる完全情報の下での分析

が主であったが、近年不完全情報化における関係

的契約に関する研究が進んでいる。Levin(2003)

は不完全情報化における関係的契約について様々

な条件の下で分析を行った。

ここでは、ある部品の購入者と供給者の関係を

考える。Malcomson(2012)に倣いモデル化す

ると、側における生産量yは供給者の努力水準9

に依存するがそれはF(ylq)に従うiidの確率変

数である。生産量は両者にとって観測可能である

が立証可能ではないために公式の契約に盛り込む

ことができないとする。また、両者ともリスク中

立的であるとする。供給者は努力水準を決定する

前にetE[O,0](iid)を観測する。つまり、この際、

今期自分の費用関数のタイプを知り、どの位のコ

ストで生産ができるかわかるようになる。供給

者の費用関数はc(q!,et)と表され、a2C(qtlOt)/

aqt,aet>0すなわち単一交差性(single-crossing

property)を持つと仮定する。購入者と供給者は

のt匡旧,,q,,ytlを観測し、これに応じてボーナス

を支払うことができる。また、支払総額はP(の,)

=p+b(",)となる。ここでpは基本価格であり、

これに生産量に応じたボーナスが加えられること

になる◎ここで支払額が「定常的」な形になって

いることに注意されたい、原則的には支払いは

過去ののt(t=1,…,t)に依存させることができる

がLevin(2003)はこれをotのみに依存させても

一般性を失わないことを示した。すなわち関係的

契約においては毎期同じ形の定常的な契約を考え

ればいいということになる。前節で見た繰り返し

囚人のジレンマでは協力が達成されているフェー

ズと誰かが裏切った後の罰則フェーズではプレイ

ヤーの利得の構造が異なっていた。しかし、関係

的契約では毎期|司じ形の利得構造を考えればよく

大きな違いがある。繰り返しゲームと関係的契約

はともに中長期的な協力関係／パートナーシップ

をモデル化するものであるが、繰り返しゲームで

は当事者間の効用の移転(utilitytransfer)がで

きない。それに対して関係的契約では当事者間で

効用の移転が可能である。このモデルでは支払い

(価格とボーナスを合わせたもの）がそれにあた

る。効用移転は現実的には金銭的なやりとりを想

定することが多い。営利企業間のパートナーシッ

プ形成や雇用者と被雇用者の間の雇用関係などで

はこうした金銭的な移転を考えることは極めて日

然である。

中長期的なパートナーシップにおいて重要なの
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｜はパートナーシップから離脱して得られる短期的

な利益とパートナーシップに継続して参加するこ

'とによって得られる中長期的な利益のバランスで

ある。繰り返し囚人のジレンマでは裏切り／抜け

|駆けが判明するとかなり長い期間（場合によって

は永久に）罰則フェーズに入り、得られる利得

|が下がってしまう。こうした罰則フェーズに陥る

ことによる利得の減少が短期的な裏切りによる利

|益を上回るとプレイヤーは毎期協力しパートナー

シップが保たれることになる。このように短期と

|長期のバランスを取るために罰則フェーズという

ものが設けられ関係の非定常性が見られるのが特

徴である。これに対して関係的契約では毎期出る

結果に応じてボーナスの額を調節することにより

バランスを保っている。このような定常的な関係

は雇用契約などの現実の制度ともよく合致してい

'る。

ここで効率的な生産量q*(8)は以下のように

|なる。

q*(6)=argmaxqEy[ylq]-c(q,9),
fOralleE[e,0] (1)

供給者にとっての誘因整合条件(incentive

Compatibilityconstraint)は以下のようになる。

q(0)EargmaxIE[P(の)|q]-c(q,8),

fOralleE[8,9] (2）

｜ここで購入者の/期以降の利益をn&とすると以

｜下が成り立つ。

nt=yt(qt)-pt-bt+6tnt+,,forallt≧て(3)

また、購入者が関係的契約で指定されたボーナ

スを支払わなかった場合のj+Z期以降の利得を

nt+,とすると購入者の誘因を満たすために以下が

成り立っていなければならない。

（Ⅱ-Ⅱ)≧-supb(')6

の

(4）

同様に供給者が関係的契約の指定するところか

ら逸脱した場合の/+1期以降の利得をUt+1とす

ると誘因を満たすためには以下が成り立たなけれ

ばならない。

6(U-c)≧-i㎡b(･)(5)
の

（4）と（5）を合わせると以下のような条件

が得られる。

6(s-s)=6(UH'-o-rT)三s:pb
（の)-infb(の)(6)

の

ここでSは購入者と供給者の両者の利得の合計

である。

Levin(2003)は総利得Sを生み出すq(9)が遂

行可能(implementable)な必要十分条件は(2)

と（6）が成り立つことであることを示した。つ

まり、この条件下で関係的契約を考える際に購入

者と供給者の誘因整合条件をひとまとめにできる

ことを示した。これにより関係的契約の特徴を把

握し分析を行うことが容易になった。

また、確率関数Fに関して以下の2つ標準的な

仮定を置く。

仮定1

(MLRP:MonotoneLikelihoodRatioProperty)

分布関数Fに対応する確率密度関数/は以下の

単調尤度比性を持つ。すなわち、

af(ylq)/aq

f(ylq)

はyに関する増加関数である。

(7）

仮定2

(CDFC:ConvexityoftheDistributionFunction

Condition)

分布関数Fは以下の分布関数の凸性を満たす。

すなわち、どの9に対してもF(ylq=c-'(x;8))

は苑について凸である。

この時Levin(2003)は支払い関数P(0,y)が｢ワ

ンステップ」であることを示した。すなわち、
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P(0,y)=

P(y<7(9))

5
P=P+

1－J
(s-s){,≧#(9)) （8）

ただし、ジ(0)は単調尤度比が負から正に変わ

る点である｡

これは生産量に応じて何段階ものボーナスが設

定されるのではなく、l段階のボーナスが設定さ

れるということである。これにより、努力をした

際に最も表れる可能性が高い生産量が実現した時

に大きな額のボーナスを与えることにより供給者

に誘因を与えることができる。実際ボーナスは細

かく設定されるというよりはこの結果から示唆さ

れるようにある程度大まかな評価により与えられ

ることが多いと考えられる。

本章では繰り返しゲームと関係的契約という中

長期的なパートナーシップ形成のモデルを見た。

繰り返しゲームでは通常効用移転は想定されず、

パートナーシップを形成するためには長期にわた

る罰則フェーズを設定することが必要である。関

係的契約では効用移転、もしくは金銭的取引が可

能であるために毎期同じ形態の非公式契約を考え

ればよいことが知られている。このようにパート

ナーシップ形成を考える際には効用移転または金

銭的取引が可能かどうかによりパートナー同士の

関係が変わりうるのである。企業と労働者の間の

雇用関係や企業同士のパートナーシップを考える

際には金銭的取引を想定することは自然である。

そのため、ビジネスにおけるパートナーシップを

記述するために関係的契約は自然なモデルであ

る。また、ビジネスに関するパートナーシップで

こうした金銭的取引の仮定がふさわしくない場合

もある。例えば寡占市場における結託(collusion)

は金銭的取引を仮定することが自然でない場合で

ある(6)o効用移転または金銭的取引が現実的で

はないこのような場合には繰り返しケームのモデ

ルがふさわしくなる。このように中長期的なパー

トナーシップ形成に関するモデル化を行う場合に

は状況に応じてモデルを使い分けることが重要で

ある。

3．ソーシャルビジネスの特徴と固有の難しさ

第1章でも述べたようにソーシャルビジネスに

はこれまで余り見られなかったようなパートナー

シップが見られる。営利企業が製品、サービスを

販売しそれが社会的課題解決につながるためには

純粋なビジネスの手法だけでは不十分であること

が多い。市場分析を行う際にも現地に入りどのよ

うな社会的ニーズがあるか把握しなければならな

い。例えば貧困層に対してモノ、サービスを売る

場合には、そうした人びとにアクセスし、ライフ

スタイルや嗜好を調査する必要があろう。その時

には現地で実際に開発援助を行ってきた支援団体

やNGOやNPOなどの非営利団体、国際機関や現

地政府とパートナーシップを組むことが望ましい

かもしれない。また、これまで開発援助を行って

きた団体、機関にとってもビジネスを通した社会

的課題解決のために営利企業とパートナーを組む

ことにメリットがあるだろう。いずれにしても

ソーシャルビジネスという新しい分野においては

これまでに余り見られなかったパートナーシップ

が多く形成されている。また、こうした新しい形

のパートナーシップの形成を促すための中間支援

組織も多く出てきている。政府や国際機関などの

他にも、例えばKopernikは企業や大学などが持

つ技術を用いて適正技術を開発している｡そして、

それをラストマイルと呼ばれる発展途上国の周縁

部にまで届けることを試みるよく知られたNPO

である。この団体もこうしたパートナーシップ

形成を促進することに寄与している(7)。加えて、

近年わが国でもBOPビジネスや適正技術の重要

性が認識され国内企業がBOPビジネスを途上国

にて展開する場合に政府系の補助金が出る場合が

ある。例えば、2013年3月に公表されたJICAに

よる第5回協力準備調査(BOPビジネス連携促

進)(8)を見ると全ll件の採択事業のうち、企業と

非営利団体の共同事業が6件、企業同士の共同事

業が3件、単一企業による事業が2件となってお

り企業と非営利団体のパートナーシップが多く見

られる。

こうした新しい形のパートナーシップをモデル
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|化することはソーシャルビジネスを理解するうえ

'で重要である。しかしながら、こうしたパート

ナーシップ形成には固有の難しさがある。まず挙

|げられるのが価値観の違いである。営利企業に
とっては利益を上げることが優先すべき目標であ

|る｡企業のH的が何であるかについては様々 な議
|論があり、社会貢献も企業活動の目的のひとつで

はあるが、まず優先されるのは利益である。それ

|に対して、例えば非営利団体にとっては事業活動

により得られる利益や寄付金収入も重要ではある

|が、まず優先されるのは社会的課題の解決であろ

う。もちろん非営利団体でも優れたビジネスモ

|デﾙを用いて大きな利益を上げている団体もあ
り、営利企業であってもCSR(CorporateSocial

Responsibility，企業の社会的責任）などを考盧

'し社会的課題の解決に取り組む例も数多く見ら

れ、企業と非営利団体の活動や理念を明確に判別

することは難しい。しかしながら、典型的な場合

では企業は利益を上げることを目的とし非営利団

体は社会的課題の解決に取り組んでおり両者の間

には価値観の相違が存在する。企業や団体がとも

にソーシャルビジネスに取り組む際にはまずこう

iした価値観や理念の違いがパートナーシップ形成

に影響を及ぼす｡また、当然組織文化や使用す

る業界言語／組織内言語にも違いがありコミュニ

ケーションの問題が発生することがあろう。こう

した課題は今後時が経つにつれ緩和されるだろう

が現時点では直面せざるを得ないものである。

,利益を上げることが目的である営利企業同士の

鼎扉縄割耀亀職篤懸
合）や繰り返しケーム（金銭的取引が難しい場合）

を用いて分析を行うことができよう。しかしなが

ら、ソーシャルビジネスにおいてはパートナー同

士の価値観の相違があるうえに取り組む事業自体

もビジネスと社会的課題解決の双方の要素が入り

交じったものとなり固有の難しさが生じる。ここ

七は利益と社会性という少なくとも2つの価値観
を取り入れながらパートナーシップを形成する必

要が生じるのである。図lはこうしたソーシャル

ビジネスにおける2次元の価値観の概念図であ

る。

社会性

図1

④ ④④ ①

①④
利益

ソーシャルビジネスにおける2次元の価値観

出典：筆者作成

ソーシャルビジネスである以上ビジネスと社会

性の両方を備えているはずである。しかし、その

2つの要素の配分には事業によって違いがある。

図lにおいて事業Aは社会性の強いソーシャル

ビジネスである。それに対して事業Cはビジネス

の要素が強いソーシャルビジネスである。事業B

はビジネスと社会性の2要素がバランスよく含ま

れたソーシャルビジネスである。また、典型的な

営利企業の事業は事業Cに近く、典型的な非営利

団体の事業は事業Aに近いともいえるだろう。

BOPビジネスに進出する企業の誘因を考える

と色々なものが考えられる。まず、購買力の低い

貧困層であっても、例えばシャンプーなどを少量

パッケージにして小分けに売り即座に利益を上げ

ることが考えられる。それ以外にも即座に利益を

上げることが難しい場合でも、近い将来の経済成

握を見越し将来の巨大市場に進出することが誘因

となる場合もあろう。それ以外でもCSR活動の

一環としてBOPビジネスに乗り出し社会貢献を

行うという場合もあるだろう。また、そもそも社

会的課題解決を目指して法人形態として株式会社

を設立している場合もあるだろう。図lにおける

A、B，Cなど様々なタイプの事業が実際に展開

されているといえる。

このようにソーシャルビジネスにおいては価値

観の次元が上がることが特徴といえる。それでは

こうした特徴はパートナーシップの形成にどのよ

うな影響を与えるのだろうか。第2章で紹介した
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関係的契約モデルではボーナスを支払うことによ

り供給者から適切な誘因を引き出していた。関係

的契約では効用移転または金銭的取引がﾛI能であ

るので望ましい結果が出た場合には多額のボーナ

スを支払うことにより強い誘因をつくり出してい

るのである。通常のビジネス、特に雇用関係やサ

プライチェーンにおける中間生産物の購入者と供

給者の関係などをモデル化する場合にはこうした

モデルがふさわしいように見える。ソーシャルビ

ジネスにおいては利益に加えて社会性も軍視され

る。しかし、ソーシャルビジネスによって達成さ

れた社会性を何らかの形で移転することができな

ければ第2章と同じ議論は難しい。次章ではこう

したソーシャルビジネスの特徴を踏まえてパート

ナーシップ形成について検討を行う。

4．ソーシャルビジネスにおけるパートナーシッ

プ形成

第3章で説明したようにソーシャルビジネスで

は利益だけではなく社会性も重要な要素である。

本章ではソーシャルビジネスにおけるパートナー

シップの形態について検討する。特に、純粋なビ

ジネスの仙界においてよく見られる関係的契約が

ソーシャルビジネスにおいても成立しうるか議論

する。

まず、社会性が何らかの形で移転可能なケース

を考える。例えば、エコポイントや地域通貨のよ

うな形で社会性または社会的課題の解決、緩和に

よって生み出される価値が計測され、またそれを

他肴に移転できる場合である。この場合は図lの

ように価値が2次元になっても2つの価値観の

間で効川の移転が可能になるため実質的には金

銭的な取引ができる状態と変わりがなくなる。こ

の場合には通常のビジネスの場合と|司様に関係的

契約モデルを適用することができる。近年、非営

利団体の活動が活発になるにつれて非営利団体や

その活動を評価・認証する機関が出てきている。

こうした評価・認証を行う機関としてはCharity

Navigator(http://www.charitynavigator.org/)、

GuideStar(http://www.guidestar.org/)、BBB

(http://www.bbb.org)などがある。こうした機

関は非営利団体の評価・認証を行い、また寄付の

ドナーと非営利団体を結びつけるものである。こ

うした非営利団体に対する評価の仕組みはソー

シャルビジネスにおけるパートナーシップを評価

する基盤になりうるものである。パートナーシッ

プから生み出される価値を数値化することができ

ればここで述べたような効用移転が現実性を帯び

てくると考えられる。

次に、tで述べたような効用移転ができない場

合には関係的契約の適用は難しい。パートナー

シップ形成をするためには第2章で述べた繰り返

し囚人のジレンマのような関係を築くことが考え

られる。このような形態はこれまでの開発援助に

おける団体間の連携に見られたものであるし、企

業間の連携においても結託などの現象を記述する

際に用いられるものである。

最後に上に述べた2つのケースの折衷的な場合

を考える。すなわち、ソーシャルビジネスにおい

てある程度の効用移転が可能な場合である。例え

ば、図lのBのような事業でビジネスと社会的課

題解決の要素が対等に含まれたような事業であ

る。こうしたタイプの事業はまさにソーシャルビ

ジネスならではの事業形態である。Bのような事

業で利益は上がるので金銭的取引が可能であるが

社会性については効用の移転が難しい場合などで

ある。まず、繰り返し囚人のジレンマ的な関係構

築は可能である。効用の移転なしにパートナー

シップを形成することが可能である。しかしなが

ら、関係的契約によるパートナーシップ形成が可

能か検討することは重要である。関係的契約は非

公式で自律的な関係ではあるものの関係に定常‘性

があり公式の契約との相性もよく、ビジネスのlll:

界でよく観察される関係である。ここで検討して

いるケースについてもビジネスの要素がある程度

含まれる場合には関係的契約が可能であればそれ

は有効なパートなシップ形成の手段となる。しか

しながら、第2章で述べたように関係的契約が定

常性を持つのはよい結果が出た場合にボーナスと

いう金銭的な取引を行うことにより強い誘因を引

き出すことができるためである。ここで検討して

いるケースでもその事業から上がる利益の額や当

事者の選好などによっては同様な関係的契約が成

り立ちうる。しかし、効用移転には上限があるた
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め純粋な関係的契約を設計できない場合もありう

る。そのような場合にはどのような関係構築があ

りうるだろうか。

毎期強い誘因を定常的につくり出すことができ

ない場合には、以下のように関係的契約を修正す

ることによりパートナーシップを形成することが

できる。毎期結果に応じてボーナスを支払うので

はなく数期にわたり結果を観察し、それに応じて

ボーナスを支払うような非公式の契約である。複

数期に渡る結果を集約することにより、パート

ナーの取った行動に対するより正確な情報を得る

ことができそれに対してボーナスを支払うことに

より誘因を与えることができる。また、複数期に

発生する利益を集約し、よい結果が出た際に多額

のボーナスを支払うことにより強い誘因を生み出

す。例えば、3期毎に結果を集約し、それをもと

にボーナスを支払うような関係を考えよう。この

関係的契約では3期に一度報酬を支払うようにな

るため純粋な関係的契約における毎期の定常性は

失われる。しかしながら、3期毎の定常性は担保

される。3期をひとつのまとまりとみた時には定

常的な関係となる。そうした意味で、これは関係

的契約の一形態と解釈することができる。ボーナ

スの基準となる結果を集約する期間は条件によっ

て変化する。すなわち、数期で有効な誘因を与え

ることができる場合もあり、また非常に長い期間

にわたり結果を集約しボーナスの原資となる利益

を貯めル飛鳥がある場合もあるだろう。関係的契

約の利点は契約の定常性である｡このため、結果

を評価する期間が長くなるにつれ、この関係の価

値は損なわれていく。こうしたことを考えると、

期間が長くなる場合には現実的に使用される可能

性が低下すると考えるのが無難である。しかしな

がら、期間を短くとっても適切な誘因を与えるこ

とができる場合には、この関係的契約の一形態が

ある種の定常性を持った非公式な契約として有効

なパートナーシップ形成の手段になりうる。

5．結論

’本論では、ソーシャルビジネスの意義と特質を

述べ、異質な主体同士のパートナーシップ形成が

重要であることを述べた。中長期にわたるパート

ナーシップ形成においては主に2つのアプローチ

がある。効用の移転を伴わない繰り返しゲーム的

アプローチと効用の移転を許容する関係的契約ア

プローチである。両者とも現実によく観察される

関係であるが、特にビジネスにおいては関係的契

約の役割が大きいことを説明した。ソーシャルビ

ジネスにおいて効用移転が限定的な状況において

も関係的契約を修正したものが有効であることを

示した。特に、ボーナスを支払うために結果を観

測する期間を延ばすことにより、契約の定常性を

保ちながら観測の精度を高め適切な誘因を与える

ことができることを示した。こうした状況では繰

り返し囚人のジレンマのように非定常的な関係構

築も可能であり、本論ではソーシャルビジネスに

おけるパートナーシップ形成に多様性があること

を示した。

本論は、関係的契約を効用移転が不完全な場合

に拡張したものである。このモデルはビジネスと

社会的課題解決を両立させようとするソーシャル

ビジネスにおけるパートナーシップ形成に適した

モデルであると考えられ、関係的契約の適用範囲

がこれまで考えられてきたよりも広いことが示唆

された。
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